
国民年金保険料の納付期限は、
翌月の末日です。

忘れず納めましょう。

■問い合わせ 　南国年金事務所　☎８６４－１１１１
（自動音声案内に従って②→②と押すと、国民年金課に繋がります。）
　市民課年金係　　☎８８０－６５５５

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が

免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

　保険料の納め忘れの状態が続くと、障害や死亡といった万一の際に障害年金や遺族年金

が受けられなくなる場合があります。

　平成29年度の一般免除の受付は、平成29年７月から開始され、平成29年７月分から平成30

年６月分までの期間を対象として審査を行います。

　また、平成26年４月からの法改正により、２年１カ月前の月分までさかのぼって免除申請をする

ことができるようになっています。急な失業などにより、保険料を納付することが経済的に困難に

なった方や、申請を忘れていたために未納期間がある方などは、ご相談ください。

◆平成２９年度の一般免除申請の受付が７月３日（月）から始まります

緊急地震速報を見聞きした際の対応行動⑧緊急地震速報を見聞きした際の対応行動⑧
- 安きに居て危うきを思う -
やす あり あや おも居安思危

こ あん し き

居安思危
こ あん し き

８．自家用車等に乗っている時

緊急地震速報を入手する手段 強い揺れから身を守るための事前の備え

♦乗車している人に知らせる。
　 ※例「地震が来るぞ！しっかりつかまって！」
♦ハンドルをしっかりと握り、ハザードランプを点灯し、ゆっくりとスピードを落とし

て広い場所に停車する。

携帯電話・スマートフォン、
カーラジオ、
防災行政無線

基 本 的 行 動

・カーラジオで地元放送を流しておく。
・運転者及び同乗者はシートベルトを必ず着用する。
・車間距離を十分確保する。
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●高速道路を走っている場合は、ハンドルをしっかりと握り、ハザードランプを点灯し、ゆっくりとスピードを落とす。
●近くに津波避難タワー、津波避難ビル、避難路等がある場合には直ちに移動する。
●橋にいた場合は、その場から移動して広い場所に停車する。
●トンネル内にいた場合は、その場から移動して広い場所に停車するか、トンネル内の避難スペースに停車する。
●山間部の急傾斜地の場合には、できるだけ開けた場所へ移動する。

■問い合わせ／危機管理課　☎８８０－６５７５

　平成２９年７月５日（水）午前１０時１５分頃に、防災行政無線を使った
緊急地震速報伝達訓練を行います。市内６２ヶ所に設置してある防災行政無
線から一斉に放送されます。
　可能な範囲で身を守る行動を取るなどの訓練をしてみましょう！

緊急地震速報の訓練を行います！
ピロンポローン

緊急地震速報の訓練を行います！
ピロンポローン

放送
内容 上りチャイム音

「こちらは防災南国市役所です。」
「ただいまから訓練放送を行います。」
｠緊急地震速報報知音（ピロンポローン）
緊急地震速報　大地震です。　×３回
これは訓練です。
｠「こちらは防災南国市役所です。」
「これで訓練放送を終わります。」
下りチャイム音

上りチャイム音
「こちらは防災南国市役所です。」
「ただいまから訓練放送を行います。」
｠緊急地震速報報知音（ピロンポローン）
緊急地震速報　大地震です。　×３回
これは訓練です。
｠「こちらは防災南国市役所です。」
「これで訓練放送を終わります。」
下りチャイム音

緊急地震速報は、
地震により最大震度５弱以上の揺れを
予想したときに、震度４以上の揺れを
予想した地域に対して発表されます。

緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが
来るまでの時間に適切な行動をとるためには、
日ごろから訓練し、慣れておくことが重要です！
皆さんもこの日は自分の身を守るような

行動をとりましょう！！

家具の固定をしましょう！！

　平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震
災による被害は、死者６，４３４名、負傷者４３，
７９２名でした。その中で、家具などが倒れたり、
ガラスが飛び散ったりして亡くなった方は約６０
０人、負傷した人は全体の約７割を占めています。
　地震による家具などの転倒・落下・移動は、
直接当たってけがをするだけでなく、つまずいて
転んだり、逃げ道をふさいだりするなど、いろい
ろな危険をもたらします。命を守るためには、家
具などを固定する対策がとても大切です。
　南国市では家具転倒予防金具等
取付事業を実施し、家具の固定を
助成しています。

家具の固定はもうお済みですか？
（南国市家具転倒予防金具等取付事業）
○対象世帯：南国市在住の世帯
○対象内容：家具が倒れないよう金具等で
　　　　　　固定する作業
○家具の台数：タンス、テレビ、冷蔵庫など
　　　　　　　最大４台まで
○本人の負担：金具等の材料費
　　　　　　　(※工賃などの大工賃については
　　　　　　　市の負担 )

■申請・問い合わせ
　危機管理課　☎880-6575
　※申請書はＨＰからもダウンロードできます。

家具の固定をしましょう！！
～地震に備えて、まずは身近なところから～
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